
入札価格調査制度実施要領の制定について

A社見積額(税抜)
6,500,000円

B社見積額(税抜)
6,000,000円

C社見積額(税抜)
5,800,000円

見積を採用する3社の平均値
6,100,000円

平均値直下B社の
見積額（6,000,000円）
を予定価格として採用

【参考見積書徴取】 【入札】

予定価格
6,000,000円

調査基準価格
4,500,000円

調査基準価格の設定
B社見積額×75％＝4,500,000円

A社 入札額
6,000,000円

B社 入札額
5,000,000円

D社 入札額
3,800,000円

対象案件：「参考見積書」を設計書として発注する200万円を超え1000万円未満の建設工事
算定方法：採用した参考見積書の工事価格 × 75％ ＝ 調査基準価格

最低制限価格の場合、D社は失格

入札価格調査制度では、即時失格とせず
管財課でヒアリングを行い、適正な履行確保など

確認できた場合、契約を締結

D社見積額(税抜)
3,800,000円

排除
不採用

4社平均=5,525,000円
±30％を超える見積は排除
3,867,000円～7,182,000円

採用

C社 入札額
4,500,000円
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